
















 

 

兵庫県大深度地下の使用の認可に関する登録簿に係る閲覧事務処理要領 

 

 

１ 趣旨 

  大深度地下の公共的使用に関する特別措置法（以下、「法」という。）第２３条第１

項の規定に基づき、兵庫県大深度地下の使用の認可に関する登録簿（以下、「登録簿」

という。）を公衆の閲覧に供し、かつ、請求があったときにその写しを交付するため、

閲覧等に関し必要な事項を定める。 

  なお、閲覧場所及び閲覧規程は、「兵庫県大深度地下の使用に関する登録簿の閲覧場

所及び閲覧に関する規程」で告示（平成１９年３月１３日告示第２５９号）して定めて

いる。 

 

 

２ 閲覧簿の様式 

  閲覧規程第４条に基づく閲覧の申請に係る閲覧簿の様式は、別記様式の通りとする。 

 

 

３ 写しの交付に要する費用の徴収 

閲覧規程第７条に基づく写しの交付について、写しの作成に要する費用は、写しの交

付を請求する者から、次に定めるところにより徴収するものとする。 

 

(1) 費用は、写しを交付する前に徴収するものとする。 

(2) 費用の額は、日本工業規格Ａ列３番、Ｂ列４番、Ａ列４番又はＢ列５番の用紙１枚

につき１０円（多色刷りにあっては、４０円）とする。 

 (3) 係員は、利用者から費用を収納した上で、即納書を作成し、領収書を利用者に交付

するものとする。 

 (4) 費用の収入科目は、「(款)諸収入 (項)雑入 (目)雑入 (節)雑入」とする。 

 

 

附 則 

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 



別記様式 

 

閲覧簿 

 

氏名 日付 

住所 

閲覧理由 閲覧を希望する 

登録簿 
※１:使用の認可を受けた地域 

の名称 

※２:使用の認可の年月日及び 

認可番号 

 (※１) 

 
 

平成 

年 

月 

日 

 

 

 

(※２) 

平 成  年  月  日

兵庫県指令技企第   号 

 (※１) 

 
 

平成 

年 

月 

日 

 

 

 

(※２) 

平 成  年  月  日

兵庫県指令技企第   号

 

 

(※１) 

 
 

平成 

年 

月 

日 

 

 

 

(※２) 

平 成  年  月  日

兵庫県指令技企第   号

 

 

(※１) 

 
 

平成 

年 

月 

日 

 

 

 

(※２) 

平 成  年  月  日

兵庫県指令技企第   号

 

 

(※１) 

 
 

平成 

年 

月 

日 

 

 

 

(※２) 

平 成  年  月  日

兵庫県指令技企第   号

 

 



日月

兵庫県大深度地下の使用の認可に関する登録簿
使用認可　登録番号

第　　　　１　　号

調製年月日 19平成 6 19

氏名

平成19年6月19日

平成19年6月19日からトンネル構造物の存続期間中

なし

使　用　の　期　間

認　可　の　条　件

場所

延　長

全区間

控除区間

事業により設置する
施設又は工作物の耐力

事　業　の　種　類

当
　
初
　
認
　
可

住所

住所

氏名

場所

使
用
認
可

（
事
業

）
区
域

区
域
①

区
域
②

延　長

深　さ

全区間

控除区間

認　可　年　月　日

認　可　番　号

年

神戸市水道事業管理者　

神戸市

兵庫県指令技企　第１０６８号　　【兵庫県告示　第　７１０号】

神戸市中央区加納町6丁目5番1号

認
可
事
業
者
の
名
称

認可事業者

（　申　請　者　）

078-331-8181（代表）

河川部（神戸市中央区再度筋町及び諏訪山町地内）

神戸市中央区加納町6丁目5番1号

（電話）

（電話）

深　さ  40.0m ～  58.5m

水道事業　　基幹施設整備事業
大容量送水管整備事業（奥平野工区）

トンネルセグメント頂面において
１平方メートル当たり817キロニュートン

神戸市中央区再度筋町及び諏訪山町地内

 109m 全体延長  125m 控除延長

 40.0m ～

道路部（神戸市中央区加納町２丁目地内）

 49.5m

神戸市中央区北野町１丁目及び加納町２丁目地内

神戸市水道局技術部計画課 078-331-8181(内)5948

備　　　　考

 16m

 159.5m 全体延長  166m 控除延長  6.5m
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